
 

KDDI Remote Sync by moconavi用ＰＣソフトウェア利用規約 

 

KDDI Remote Sync by moconavi (以下「本サービス」)は、KDDI株式会社(以下「当社

」)がKDDI Remote Sync by moconavi利用規約に基づき提供するソリューションサービ

スです。 

本サービスを利用するために必要なコンピュータ端末(以下「当端末」)に、標記のアプリケ

ーションソフトウェア(以下「本ソフト」)を搭載することにより、当社が提供する本サービ

スの契約者が利用するグループウェア等(当社が指定するものに限る)に関する各種情報(ス

ケジュール、共有アドレス帳等)について、本サービスにおいて登録された当社が別に定め

る端末設備にてインターネットを介して閲覧し、若しくは更新すること、又は電子メール

により送受信すること等が可能になります。 

 

1. 当社は、当端末利用者(以下「管理者」)に対し、1のコンピュータ端末ごとに、一の非

独占的な本ソフトの利用権を無償で許諾します。 

この利用規約(以下「本規約」)にご同意いただけない場合、管理者は本ソフトを利用す

ることはできません。 

管理者は、本ソフトが当端末に搭載されている期間(当端末への本ソフトの搭載を開始

したとき又は本ソフト搭載の当端末の利用を開始したとき以降、本ソフトを当端末から

消去するか、当端末の利用を終了するまでの期間)中、本規約に合意しているものとみな

されるものとし、本規約に同意できない状態となったときは、直ちに本ソフトの当端末

からの消去又は当端末の廃棄等による当端末の利用終了を実施するものとします。 

 

2. 当社は、本規約を次のサイトに掲示します。なお、当社は、本規約を変更することがあ

ります。この場合には、本ソフトの利用条件は、変更後の本規約によるものとします。 

 

本規約を掲載するサイト 

http://www.kddi.com/business/customer/sync/rule.html 

 

3. 次の場合、本ソフトの全部又は一部が有効に機能しない場合があります。 

(１) 当端末が本ソフトの全部又は一部に対応していないとき。 



(２) 電池の消耗その他の理由により、当端末に十分な電力が供給されないとき、又は電

  源が投入されていないとき。 

(３) 安定した通信を行うことができないとき。 

(４) 本ソフトのアップデート等が実施されていないとき。 

(５) 当端末上で他の機能を実行、操作等しているとき。 

(６) 当端末上に、本ソフトが動作するためのメモリ容量が十分でないとき、その他技術

 上の支障があるとき。 

(７) 本システム（KDDI Remote Sync by moconavi利用規約に定める本システムをい

う。以下同じ）に設定された当端末に係る情報が変更、抹消等されたとき。 

(８) 管理者の使用に係る本システムの記憶容量が上限に達したとき。 

(９) 契約者による本サービスの利用が終了したとき。 

 

4. 当社の定める契約約款、利用規約等に明記がある場合を除き、当社は、本ソフトの利用

に関して管理者又は第三者に生じた損害について一切責任を負いません。また、管理者

は、自己の自由意志で本ソフトを搭載し、利用するものとし、本ソフトに関し、第三者

との間で紛争等が発生した場合、自己の費用と責任で一切を解決し、当社に何らの損害

等も被らせないものとします。 

 

5. 本ソフトに関する著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む一切の権利は、当社

又は著作権を有する第三者に帰属します。当社は、本規約に定める場合を除き本ソフト

について、当社に無断で複製、改変、解析、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、送

信、転載、記録、再許諾、権利の登録、出願等及び本サービスと無関係な利用を行うこ

とを禁止します。 

 

6. 管理者は、本規約に違反した結果、当社又は第三者に損害を与えたときは、その損害を

賠償していただきます。 

 

7. 管理者は、本ソフトに関する関係法令(外国為替及び外国貿易法及びその関係法令等を

含む)を遵守するものとします。 

 

8. 当社は本ソフトが第三者の権利を侵害していないことを保証するものではありません。

万一、本ソフトが第三者の権利を侵害し、又はその虞があると判明したときは、管理者



は速やかに、本ソフトを消去するか、当端末を廃棄することによる当端末の利用終了を

実施するものとします。ただし、当社からの指示に従う場合は、この限りでありません

。 

 

9. 本ソフトが当端末から消去され、又は当端末の利用が終了するまで、本規約第４項、６

項及び本項の規定は有効に存続することとします。 

 

附 則 

(実施期日) 

本規約は、平成 23 年 11 月 22 日から実施します。 


